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監  査  報  告  書 

【科学研究費・通常監査】 

 

公立大学法人前橋工科大学科学研究費取扱規程（平成２５年規程第１１６号）第８

条第２項の規定により通常監査を実施したので、下記のとおり報告します。 

 

記 

 

１ 監査の実施期日 

平成２８年２月６日（土） 

 

２ 監査の対象者 

平成２７年度の新規採択課題６課題のうち、採択期間（２～３年）の合計交付額

（直接経費）の大きいものから順に以下の３課題（本年度掌握する科研費に係る研

究課題数の１０パーセント以上）の研究代表者を選定した。 

システム生体工学科：教 授  

システム生体工学科：教 授  

社会環境工学科  ：准教授  

ただし、公立大学法人前橋工科大学における公的研究費等の不正使用の防止に関

する規程（平成２５年規程第１１７号）第９条、公立大学法人前橋工科大学におけ

る公的研究費等に関する不正防止計画（平成２５年４月１日制定）により監査の対

象となった者については、本監査の対象外とした。 

 

３ 監査方法の概要 

平成２７年度科学研究費助成事業（学術研究助成基金助成金）交付申請書に記載

する研究実施計画等により当該研究費が研究目的のために適切に執行されている

かを確認するため、事務局学務課で保管する平成２７年度分の収支に関する証拠書

類について、監査を行った。 

 

４ 監査結果の概要 

科学研究費の執行はおおむね適切に行われていると認める。 



 

５ 是正又は改善を要する事項 

科学研究費の執行は、おおむね適正に執行されていると認められ、是正又は改善

を要する事項は認められなかった。 

 

６ その他必要と認める事項 

是正又は改善には当たらないが、次の事項について、必要と認めた。 

(1) 研修旅行申請書について 

 研修旅行申請書を二重線で訂正する際、訂正印の押印が無いものが見受けられ

た。 

(2) 旅行報告書について 

ア 旅行報告書記載の用務地住所が実際の所在地と相違しているものが見受け

られた。 


